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第１章 計画策定の背景等

１ はじめに

公共施設のあり方は「次世代に大きな負担を残さない」

本市は、平成２２年３月に旧栃木市、旧大平町、旧藤岡町、旧都賀町との新設合併をし、

その後、平成２３年１０月に旧西方町、平成２６年４月に旧岩舟町との編入合併が行われ、

それまで市民サービスの向上と都市機能の充実を図るため、昭和５０年代前後に整備した市

役所や学校などの公共施設、道路・橋りょうなどのインフラ資産を一つの自治体が所有する

こととなりました。

また、この間の人口減少や少子高齢化に伴い、社会構造や市民ニーズが大きく変化し、公

共施設の利用需要等の変化が予想される中、これまで整備してきた公共施設も老朽化が進み、

今後は多くの公共施設が一斉に改修や建替えの時期を迎え、多額の更新費用が必要になりま

す。

一方、財政面では人口減少等による市税収入の減少、少子高齢化の進行に伴う扶助費等の

増加など、依然として厳しい状況が続く見込みです。このような状況の中、健全で持続可能

な都市経営を実現するためには、単に個々の公共施設を管理するのではなく、公共施設全体

を効果的かつ効率的に運用していく取り組みが求められます。

このため、本市では、社会構造の変化や市民ニーズを見据えた施設・公共サービスのあり

方の見直しや、計画的かつ効率的な公共施設の整備、適切な維持管理による施設の長寿命化、

公共施設の整理統合・集約化・複合化などを進めることで、公共施設の保有の最適化を図る

ことにより、将来の財政負担を軽減し「次世代に大きな負担を残さない」ため、平成２８年

２月に今後の取り組みの方向性を示した「公共施設のあり方ガイドライン（公共施設等総合

管理計画）」（以下、「本計画」という。）を策定し、取組を進めてきました。

本計画については、策定から１０年が経過し、施設の状況の変化、また、栃木市公共施設

適正配置計画及び栃木市公共建築物個別施設計画の策定に併せ、この度、本計画の改訂を行

うものです。

２ 公共施設等とは

公共施設等とは、一般的にハコモノと呼ばれる「公共施設」から、ごみ焼却場等の「プラ

ント」や、道路・橋りょう及び上下水道などの「インフラ」までを含むものをいいます。

公共施設

プラント資産

インフラ資産

市役所、小中学校、文化会館、公民館、図書館など

道路、橋りょう、公園、上水道、下水道など

ごみ処理場、汚水処理施設、浄水施設など
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３ 公共施設等の現状と課題

(1) 公共建築物（市が所有する建築物）の現状

本市は、平成２７年４月時点で４８０施設、約６０万㎡の公共建築物を有していました

が、令和７年度末時点で４６１施設、約５８万５千㎡となっています。

面積の主な内訳は、学校教育系施設が約４３.９％、庁舎等の行政系施設が約１４.９％、

公営住宅が９.０％、市民文化系施設が７.９％となっています。

また、本市が保有する公共建築物の延床面積を人口一人当たりに換算すると３．９㎡/

人となり、これは栃木県内１４市の平均値３．８７㎡/人、類似団体の平均値３．４９㎡/

人と比べるとやや高い水準にあります。

≪用途分類別の施設数及び延床面積≫

用途分類

平成２７年４月 令和８年３月見込み

施設数
延床面積

(㎡)

割合

(％)
施設数

延床面積

(㎡)

割合

(％)

市民文化系施設 46 45,300.10 7.6 44 46,156.23 7.9

社会教育系施設 18 9,149.94 1.5 18 12,771.24 2.2

スポーツ・レクリエーション施設 33 54,121.30 9.0 38 58,966.45 10.1

産業系施設 23 10,389.41 1.7 21 9,289.65 1.6

学校教育系施設 58 262,462.44 43.8 55 257,252.58 43.9

子育て支援施設 25 13,746.91 2.3 18 12,318.89 2.1

保健・福祉施設 17 12,393.40 2.1 7 8,473.83 1.4

行政系施設 113 96,506.77 16.1 107 87,106.43 14.9

公営住宅 22 59,087.72 9.8 20 52,747.49 9.0

公園 42 1,000.58 0.2 50 1,308.06 0.2

供給処理施設等 64 33,105.96 5.5 67 33,163.03 5.7

その他 19 2,537.08 0.4 16 5,916.52 1.0

合計 480 599,801.61 100.0 461 585,470.40 100.0
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≪栃木県内14市の一人当たり延床面積の比較≫

出展：令和 4年度公共施設状況調及び財政状況資料集(総務省 HP)から集計

（※令和 7年 4月時点も 3.90 ㎡/人）

※類似団体：国勢調査を基にした人口と産業構造により市町村を分類したもの

(2) 年度別建築状況

本市の施設の多くは、昭和４０年代から昭和５０年代にかけて整備されており、昭和５

６(1981)年以前に建築された旧耐震基準の施設は全体の約３５％を占めています。

また、整備後３１年以上経過した建築物においては、老朽化が進んでいることから、今

後、改修または更新の必要があります。
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公共建築物の

総延床面積(㎡)

人口一人当たりの

延床面積(㎡/人)

宇都宮市 416.85 517,497 1,476,824 2.85

足利市 177.76 142,510 497,388 3.49

栃木市 331.50 155,669 606,678 3.90

佐野市 356.04 115,088 475,048 4.13

鹿沼市 490.64 94,606 429,773 4.54

日光市 1,449.83 77,546 504,544 6.51

小山市 171.75 167,277 401,252 2.40

真岡市 167.34 79,391 273,830 3.45

大田原市 354.36 69,455 318,515 4.59

矢板市 170.46 30,946 138,011 4.46

那須塩原市 174.35 116,733 418,937 3.59

さくら市 125.63 43,984 150,707 3.43

那須烏山市 174.35 24,601 90,526 3.68

下野市 74.59 60,140 190,268 3.16

県内 14 市の平均値

3.87㎡/人

栃木市類似 15団体の平均値

3.49 ㎡/人
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≪栃木市の公共建築物の建築年別床面積（令和７年４月）≫

(3) インフラ資産の現状

① 道路

本市が管理している道路は、市道及び自転車歩行者道をあわせて実延長約 2,003 ㎞、

面積約10.25 ㎢となっています。
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種別 実延長（ｍ） 道路部面積（㎡）

１級市道 230,174 1,926,879

２級市道 214,317 1,337,098

その他の市道 1,553,204 6,969,915

自転車歩行者道 5,739 16,612

合計 2,003,434 10,250,504

新耐震基準旧耐震基準
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198,874 ㎡（34.1％）
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㎡

建築年度不明

5,594 ㎡（1.0％）
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② 橋りょう

本市が管理している橋りょうは、822橋で約 7,912ｍ、道路部面積約50,409 ㎡となっ

ています。

③ 上水道

本市が管理している上水道施設は、導水管延長が約26㎞、送水管延長が約 12㎞、配

水管延長が約1,173 ㎞となっています。

0

1000

2000

3000

4000

5000

～
S25

S28

S31

S34

S37

S40

S43

S46

S49

S52

S55

S58

S61

H
1

H
4

H
7

H
10

H
13

H
16

H
19

H
22

H
25

H
28

H
31

R
4

橋りょうの年度別整備状況

PC橋 RC橋 鋼橋 その他 混合橋

0

5,000

10,000

15,000

20,000 17,628

8,210

5,435 6,097

458

導
水

管
30

0㎜
未

満

導
水

管
30

0～
50

0㎜
未

満

送
水

管
30

0㎜
未

満

送
水

管
30

0～
50

0㎜
未

満

送
水

管
50

0㎜
～

1,000
未

満

㎡ 橋りょうの面積

50,409.49 ㎡

整備年度不明面積

6,544.26 ㎡

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

190,666

556,887

330,739

67,904
23,194

3,470 504

配
水

管
50

㎜
未

満

配
水

管
50

～
100

㎜
未

満

配
水

管
10

0～
20

0㎜
未

満

配
水

管
20

0～
30

0㎜
未

満

配
水

管
30

0㎜
～

400未
満

配
水

管
40

0㎜
～

500未
満

配
水

管
50

0㎜
以

上

ⅿ ⅿ

5



④ 下水道

本市が管理している下水道施設は、管路延長が約735 ㎞となっています。
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第２章 公共施設等の現況及び将来の見通し

１ 公共施設等の状況

(1) 公共建築物

（令和8年 3月見込み）

※賃借物件を除く

(2) インフラ資産

（令和6年 4月 1日現在）

施設大分類 施設中分類
施設数

（施設）
延床面積（㎡）

市民文化系施設 集会施設 40 28,984.86

文化施設 4 17,171.37

社会教育系施設 図書館 3 4,872.60

博物館等 15 7,898.64

スポーツ・レクリエ

ーション系施設

スポーツ施設 20 37,925.37

レクリエーション・観光施設 14 10,370.27

保養施設 4 10,670.81

産業系施設 産業系施設 21 9,289.65

学校教育系施設 学校 42 249,558.83

その他教育施設 13 7,693.75

子育て支援施設 幼保・子ども園 8 9,013.87

幼児・児童施設 10 3,305.02

保健福祉施設 高齢福祉施設 4 3,421.71

障害福祉施設 1 225.79

保健施設 2 4,826.33

行政系施設 庁舎等 37 77,299.71

消防施設 70 9,806.72

公営住宅 公営住宅 20 52,747.49

公園 公園 50 1,308.06

供給処理施設 供給処理施設 2 24,308.71

上水道施設 上水道施設 58 6,343.79

下水道施設 下水道施設 7 2,510.53

その他 その他 16 5,916.52

計 461 585,470.40

施設大分類 種類 実延長・面積

道路・橋りょう 道路 実延長（㎞） 2,003.43

面積（千㎡） 10,250.50

橋りょう 実延長（㎞） 7.92

面積（千㎡） 50.40

上水道施設 管路 導水管（㎞） 25.84

送水管（㎞） 11.99

配水管（㎞） 1,173.36

下水道施設 管路 排水管（㎞） 735.12
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(3) 公共建築物の延床面積の推移

※各年度の4月 1日現在の総床面積

(4) 有形固定資産減価償却率の推移

有形固定資産のうち、償却資産（建物や工作物）の取得価額に対する減価償却累計額の

割合を計算することで、耐用年数に対して資産の取得からどの程度経過しているのかを全

体として把握することができます。

本市の公共施設等の有形固定資産減価償却率は以下のとおりです。
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(5) 過去に行った主な対策の実績
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施設名 分類 処分方法 削減面積(㎡)

平成２７年度

都賀老人デイサービスセンター藤糸荘 高齢福祉施設 解体 △413.49

岩舟総合支所（旧庁舎） 庁舎等 解体 △988.36

旧栃木中央小学校（屋内運動場） 小学校 解体 △813.11

ぬまわだ保育園 幼保・こども園 解体 △342.34

平成２８年度

ものづくり工房（都賀） 産業系施設 解体 △334.31

大平東保育園 幼保・こども園 解体 △323.08

部屋保育園 幼保・こども園 解体 △569.00

平成２９年度

栃木市役所（旧庁舎） 庁舎等 解体 △4,315.70

栃木市役所（旧庁舎第2別館） 庁舎等 解体 △528.68

藤岡総合支所（東館） 庁舎等 解体 △284.40

藤岡保育園 幼保・こども園 解体 △701.00

三鴨保育園 幼保・こども園 解体 △703.64

西方総合支所（庁舎車庫 1） 庁舎等 解体 △261.00

西方総合支所（庁舎車庫 2） 庁舎等 解体 △292.00

平成３０年度

いりふね保育園 幼保・こども園 解体 △251.65

そのべ保育園 幼保・こども園 解体 △298.94

大平高齢者デイサービスセンターまゆみ 高齢福祉施設 譲渡 △467.00

藤岡高齢者生きがいセンター 高齢福祉施設 譲渡 △119.24

旧ボランティアルーム 庁舎等 解体 △150.36

片柳市営住宅 公営住宅 解体 △3,561.38

令和元年度

旧下都賀病院北病棟 幼児・児童施設 解体 △3,567.60

都賀老人憩いの家白寿荘 高齢福祉施設 解体 △364.08

旧小野寺研修所 庁舎等 解体 △486.92

令和２年度

居宅介護事業所ひだまり 高齢福祉施設 解体 △88.49

入舟庁舎 庁舎等 解体 △750.19
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２ 総人口や世代別人口についての現状と今後の見通し

本市の総人口は、高度経済成長期から増加傾向が続き、平成 2（1990）年の 174,717 人を

ピークに減少に転じており、令和 7（2025）年 4月には 152,355 人（住民登録数）となって

います。

国立社会保障・人口問題研究所が、令和 5（2023）年に公表した推計によると、本市の総

人口は今後も減少傾向が続き、令和 22（2040）年には 128,034 人まで減少し、人口構成に

ついても、生産年齢人口（15歳～64 歳）が大幅に減少する一方、少子高齢化の進行が予測

されています。

令和３年度

都賀文化会館 文化会館 解体 △2,775.48

旧小野寺北小学校（校舎） 小学校 譲渡 △2,258.00

旧小野寺北小学校（屋内運動場） 小学校 譲渡 △814.00

都賀保健センター 保健施設 解体 △836.24

市民会館 庁舎等 解体 △3,321.25

市営金崎駐車場石蔵 庁舎等 解体 △39.67

旧栃木方面隊第１分団器具置場 消防施設 解体 △39.69

旧栃木方面隊第１０分団器具置場 消防施設 解体 △36.53

旧岩舟方面隊第２分団器具置場 消防施設 解体 △76.18

令和４年度

伝建地区拠点施設 11棟 観光施設 解体 △2,702.56

大平南第二保育園 幼保・こども園 解体 △352.14

旧大平方面隊第２分団器具置場 消防施設 解体 △37.20

旧大平方面隊第３分団器具置場 消防施設 解体 △51.00

聖地公園管理棟（建替え） その他施設 解体 △160.00

令和５年度

伝建地区拠点施設 1棟 観光施設 解体 △245.94

静和ふれあいの郷センター 産業系施設 譲渡 △107.44

旧国府地区公民館 庁舎等 解体 △535.49

渡良瀬遊水地湿地資料館 庁舎等 解体 △300.66

消防本部 別館（建替え） 消防施設 解体 △927.69

旧西方方面隊第２分団器具置場 消防施設 解体 △74.52

旧岩舟方面隊第１分団器具置場 消防施設 解体 △68.04

令和６年度

旧大平こどもセンター 庁舎等 解体 △560.77

岩舟総合支所別館 庁舎等 譲渡 △440.00

消防本部・消防署（建替え） 消防施設 解体 △1,752.06

旧栃木方面隊第９分団器具置場 消防施設 解体 △31.83
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出典：総務省統計局「国勢調査」

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」

３ 財政状況の現状と今後の見通し

本市の財政状況は、歳入の約３分の１を占める市税収入が伸び悩む中で、低迷する経済情

勢や人口減少、少子高齢化の進行等により、今後の税収増が期待できないことから、本市の

一般財源総額は減少傾向となる見込みです。

一方歳出面では、少子高齢化に伴う扶助費等の義務的経費や、今後一斉に更新を迎える公

共施設等の維持管理費用が増加していくものと推測されます。

S40 S45 S50 S55 S60 H2 H7 H12 H17 H22 H27 R2 R7 R12 R17 R22 R27
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生産人口 95,981 103,403 108,672 111,896 114,848 118,235 117,656 114,079 109,796 102,905 94,397 88,862 84,168 80,256 75,165 67,799 61,673 
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４ 公共施設等の現在要している維持管理費用、維持管理・更新等に係る中長期的な費用の

見込み

(1) 公共建築物の維持管理費用

今後、本市の一般財源総額の減少が見込まれる中、総資産の適正化及び長寿命化を推進

するとともに、適切で計画的な維持管理に努め、財政負担の軽減・平準化を図っていく必

要があります。

ついては、光熱水費や委託料等の経常的にかかる施設管理費の縮減に努めます。

(2) 更新費用の推計

令和6年現在の公共建築物を全て保有することを前提に、毎年かかる維持管理費用を除

き、財団法人地域総合整備財団「公共施設等更新費用試算ソフト」（以下、総務省ソフト）

を活用し、事業費ベースで更新費用（築後30年で大規模改修し 60年で建て替え）を試算

したところ、平成27年から令和36年までの40年間で約2,719 億円、年平均約 67億円が

必要となります。

インフラ施設についても同様に各試算条件を基に算出したところ、平成27 年から令和

36年までの 40年間で 3,066 億円、年平均約77億円が必要となります。
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千円
見込額決算額

令和 4年度 令和5年度 令和6年度

需用費 1,572,522,215 円 1,489,605,725 円 1,702,494,317 円

役務費 2,358,150 円 2,957,096 円 2,202,710 円

委託料 2,084,471,849 円 2,455,075,833 円 2,245,157,045 円

使用料及び賃借料 139,148,322 円 143,710,453 円 142,785,275 円

工事請負費 944,873,219 円 1,979,378,852 円 1,587,511,017 円

公有財産購入費 1,760,820 円 2,788,522,133 円 44,837,564 円

その他 11,863,802 円 16,246,768 円 19,446,248 円

計 4,756,998,377 円 8,875,496,860円 5,744,434,176 円
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将来の更新費用推計（公共施設）

大規模改修 築31年以上50年未満の公共施設の大規模改修

建替え 築61年以上の公共施設の建替え

既存更新分 新規整備分
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将来の更新費用推計（インフラ施設）

道路整備額 橋りょう整備額 上水道整備額 下水道整備額 既存更新分 新規整備分 用地取得分

40年間の
更新費用総額
3,066.0億円

H22～H26 実績 推計 倍率

Ｂ／Ａ5年間累計額 単年平均Ａ 40年間累計額 単年平均Ｂ

439.1 億円 87.8 億円 5,785.2 億円 144.6億円 1.65

（注）試算条件（総務省ソフトより）

・今後新たな建設は行わないものと仮定。

・物価変動による改修時、更新時の再調達価格の変動は考慮しない。

〈公共施設〉

・更新（建替え）費用の単価は、公共施設等の用途別に次のとおりとする。

市民文化系、社会教育系、行政系等施設：40万円/㎡

スポーツ・レクリエーション系等施設 ：36万円/㎡

学校教育系施設、供給処理施設等 ：33万円/㎡

公営住宅 ：28万円/㎡

・大規模改修費用の単価は、公共施設等の用途別に次のとおりとする。

市民文化系、社会教育系、行政系等施設：25万円/㎡

スポーツ・レクリエーション系等施設 ：20万円/㎡

学校教育系施設、供給処理施設等 ：17万円/㎡

公営住宅 ：17万円/㎡

40年間の
更新費用総額
2,719.2 億円
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(3) 長寿命化対策実施後の更新費用の推計

施設の長寿命化対策を図り、施設の総量を削減することを前提に、毎年かかる維持管理

費用を除き、総務省ソフトを活用し、事業費ベースで更新費用（築後 35 年で大規模改修

し 70 年で建替え。「廃止」及び「譲渡・民営化」する方針の施設は更新費用を 0とす

る。）を試算したところ、平成 27 年から令和 36 年までの 40年間で約 1,959 億円、年平

均約49億円が必要となります。

・令和5年時点で、更新年数を既に経過し、建替えられずに残っている場合は、更新費用を単年度に集中さ

せないために、令和8年までの10年間で分散し、推計するものとする。

・令和5年時点で、大規模改修実施年数を既に経過し、大規模改修されずに残っている場合は、更新費用を

単年度に集中させないために、令和8年までの10年間で分散し、推計するものとする。

〈道路〉

・道路の耐用年数は、舗装の打替えについて算出することとし、15年とする。全整備面積を耐用年数で割っ

た面積を毎年更新していくものと仮定。

・道路の更新単価は、「道路統計年報2009」（全国道路利用者会議）で示されている平成 19年度の舗装補修

事業費（決算額）を舗装補修事業量で割り算出するものとし、次のとおりとする。

一般道路 ：4,700 円/㎡

自転車歩行者道：2,700 円/㎡

〈橋りょう〉

・橋りょうの耐用年数は60年とし、これを経た年度に更新するものと仮定。

なお、構造が鋼橋であるものは鋼橋で更新するが、それ以外の構造のものは、PC橋として更新するものと

する。

・令和5年時点で、更新年数を既に経過し、更新されずに残っている場合は、更新費用を単年度に集中させ

ないために、令和 10年までの 5年間で分散し、推計するものとする。

・橋りょうの更新単価は、道路橋の工事実績（道路橋年報）より構造別に算出するものとし、次のとおりと

する。

ＰＣ橋：425,000 円/㎡

鋼橋 ：500,000 円/㎡

〈上水道〉

・上水道管の耐用年数は40年とし、これを経た年度に更新するものと仮定。

・令和5年時点で、更新年数を既に経過し、更新されずに残っている場合は、更新費用を単年度に集中させ

ないために、令和 10年までの 5年間で分散し、推計するものとする。

・上水道管の更新単価は、導水管及び送水管と配水管に分類して算出するものとし、次のとおりとする。

導水管及び配水管： ～300 ㎜未満 100,000 円/ｍ

300 ㎜～500㎜未満 114,000 円/ｍ

配水管 ： ～150 ㎜以下 97,000 円/ｍ

～200㎜以下 100,000 円/ｍ

〈下水道〉

・下水道の耐用年数は50年とし、これを経た年度に更新するものと仮定。なお、更新の際は、更生工法（地

面を掘り起こさずに下水道の管路を構成する工法）を前提とする。

・下水道管の更新単価は、124,000 円/ｍとする。
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(4) 長寿命化対策の効果額

現施設を全て更新する場合と長寿命化を図り総量の削減を図る場合とを比較した長寿命

化対策の効果額は、令和 6年から令和 36年までの 30 年間で約 760 億円、年平均約 25 億

円の削減となります。
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将来の更新費用推計（公共施設）

大規模改修 築36年以上60年未満の公共施設の大規模改修

建替え 築71年以上の公共施設の建替え

既存更新分 新規整備分

40年間の
更新費用総額
1,958.9億円
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⾧寿命化対策の効果額推計（公共施設）

大規模改修 建替え

30年間の
更新費用効果額
760.3億円
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第３章 公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針

１ 計画策定年度、改訂年度及び計画期間

公共施設等のあり方を考える中で、将来人口の推計や施設更新費用の試算結果、施設の老

朽化の度合い等を考慮すると、中・長期的かつ継続的に見直しながら取り組んでいく必要が

あります。

本ガイドラインでは、平成２８年度から令和２７年度までの３０年間を見据えた目標を定

め、１０年ごとの公共施設適正配置計画（以下「適正配置計画」という。）、個々の公共建

築物の方向性等を個別に定めた公共建築物個別施設計画の３層構造とし、社会経済情勢や将

来の需要に的確に対応するため、原則として１０年ごとにガイドラインの見直しを行います。

適正配置計画第１期計画では、主に合併により重複する類似施設（スポーツ施設や文化施

設等）や、旧耐震基準の建築物で、老朽化の著しい施設について実施していくこととしまし

たが、第２期計画以降は、建物の耐用年数を加味した中で、施設の利用状況や市民ニーズの

変化等を踏まえ、施設の継続・統廃合を検討し、目標延床面積に到達するよう実施していき

ます。

また、公共建築物個別施設計画では、個々の公共建築物の状態や維持管理・更新等にかか

る対策の優先順位の考え方、対策の内容や実施時期等を個別施設ごとに定め、適正配置計画

の目標を達成するよう実施していきます。

公共施設のあり方ガイドライン（公共施設等総合管理計画）

（計画期間：平成28(2016)～令和 27(2045)年度）

公共施設適正配置計画

第１期計画

（平成28～令和 7年度）

公共施設適正配置計画

第３期計画

（令和18～令和 27年度）

公共施設適正配置計画

第２期計画

（令和8～令和17年度）

ガイドライン見直し

令和7年

ガイドライン見直し

令和17年

公共建築物個別施設計画

第１期計画

（令和3～令和 7年度）

公共建築物個別施設計画

第２期計画

（令和8～令和17年度）

公共建築物個別施設計画

第３期計画

（令和18～令和27年度）
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２ 全庁的な取組み体制の構築及び情報管理・共有方策

本ガイドラインに基づき具体的に事業を推進していくためには、これまでのように施設所

管部局ごとに計画立案し、事業を実施していく方法では、対応が困難です。そのため、施設

所管部局の垣根を越えて、具体的な取組みを推進していくための権限と責任を持ち合わせた

総合的に資産をマネジメントする組織により、全庁的に取り組むことが必要です。

(1) 施設の情報管理と共有

公共施設等には様々な種類があり、管理する部署もそれぞれ異なっています。今後、計

画的な再編・再配置等を実施するためには、情報を一元化する必要があります。

本ガイドラインや適正配置計画の進捗状況等を確認するため、各施設の情報を集約して

いますが、建築年、施設の規模、利用状況、年間維持管理経費など集約した情報は「施設

カルテ」として一元管理し、毎年更新・公表していきます。この情報を基に施設の計画的

管理を推進します。

(2) 市民と職員の意識の共有

公共施設等の適正配置を推進するためには、職員一人ひとりが、その意義や必要性を理

解して取り組んでいく必要があることから、全職員を対象とした研修会等を実施していき

ます。

また、実行計画の策定にあたっては、市民の視点から幅広い意見をいただきながら作成

する必要があることから、アンケートの実施、シンポジウムやワークショップ等の開催に

より、問題意識の共有に努めるなど、市民との合意形成に十分配慮しながら進めます。

(3) 総合的かつ計画的な管理を実現するための体制の構築方針

本ガイドラインに基づく取り組みの着実な進捗を実現するため、公共施設再編の所管課、

施設の所管課、財政部門が互いに連携することで、全庁的な公共施設の資産管理を行って

いきます。

また、これらの全体調整を図る機関として、栃木市公共施設適正配置計画推進会議を設

置し、推進体制の強化を図ります。

本ガイドラインの方針を推進していくためには、公共施設等の状況、更新費用や財政状

況、個別施設計画に示された取り組み内容等を各職員が十分理解し、意識を持つ必要があ

ります。そのため、社会経済情勢の変化、財政状況、人口減少や少子高齢化に伴う市民ニ

ーズの変化等に対応した運用を実施できるよう、必要に応じて、全職員を対象とした研修

や、担当職員の技術研修等を、民間のノウハウも取り入れながら実施します。

３ 現状や課題に対する基本方針

本市の公共施設等に向けられた様々な課題と環境、そして、本市の行政改革大綱・財政自

立計画において掲げられている「施設、資産の管理活用」の基本的な方針を踏まえ、将来持

続可能な行政サービスを行えるように施設の再編等を進めていきます。
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①公共建築物

・保有施設を廃止、複合化、集約化、用途変更するなど、施設の保有総量の縮減に取り組

みます。

・施設の新設が必要な場合は、中・長期的な総量規制の範囲内で、費用対効果を考慮して

行います。（スクラップ＆ビルド）

・施設の廃止により生じる跡地については、原則売却します。

②インフラ資産

・インフラ資産の整備にあたっては、財政状況を加味しつつ中・長期的な視点から施設の

役割や機能、特性、利用者ニーズにより整備の優先度を検討するなど、円滑で効率的・

効果的な整備を行います。

・人口減少や人口構造の変化を見据え、保有するインフラ資産の利用状況に応じて、施設

の統廃合や縮小を進めます。

・整備や更新時には、長期にわたり維持管理がしやすい施設とすることで、経済性と合理

性を追求します。

・上下水道については、地方公営企業という独自性を有しており、独立採算を原則とする

会計として、人口の推移や需要の変化はもとより、経済状況や社会情勢に応じた経営全

般の視点での検討が必要であり、すでに策定されている計画を基本としながら、本ガイ

ドラインと整合性を図り、必要に応じて見直しを行います。

４ 公共施設等の管理に関する基本的な考え方

(1) 点検・診断等の実施方針

公共施設等の劣化により、維持管理・修繕に必要な経費が今後増加することが想定され、

そのコストを抑えることが重要となってきます。

そのため、特殊建築物等については、建築基準法の規定による定期点検の実施と結果の

活用、それ以外の建築物については、職員により日常的に管理等を行い、定期的・計画的

に点検・診断等を実施し、その結果を踏まえて適切な対応を行うことで、施設の劣化を未

【社会的背景】

・人口減少社会と少子高齢化の進行

・社会保障費の増大

・税財源等の減少

【公共施設のあり方の視点】

・将来人口推計を見据えて考える

・施設の総量を減らしていく方向での検討

・行政が果たすべき役割を明確にする

“量”の縮小と”質”の維持・向上
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然に防ぎます。

また、点検・診断等の履歴を集積・蓄積し、計画の見直しに反映、計画の充実を図ると

ともに、維持管理や更新等を含む老朽化対策等に活かしていきます。

(2) 維持管理・更新等の実施方針

今後の公共施設等の更新に係る経費は、過去の投資的経費を大きく上回ることが想定さ

れ、さらに維持管理・修繕等に係る経費に加え、運営費も発生することから、大きな財政

負担となることが懸念されます。

その負担を軽減するため、これまで本市では、事後保全型維持管理を中心に行ってきま

したが、今後は、予防保全型維持管理の考え方を取り入れた定期的な施設の維持管理を行

うことで、補修等の突発的なコスト発生を抑え、ライフサイクルコストの軽減・平準化を

図ります。

公共施設等を運用する上で、運営経費の適正化と市民サービス水準の維持・向上を両立

させていくことは大きなテーマです。現在も図書館等の市民利用施設で指定管理者制度を

導入していますが、今後もＰＰＰ／ＰＦＩの積極的な活用を検討し、民間企業の資金やノ

ウハウ、技術等を活用することで、事業の効率化や市民サービスの充実を図ります。

(3) 安全確保の実施方針

点検・診断等により高度の危険性が認められた公共施設等については、早急に安全確保

のための対策を実施します。

老朽化等により供用を停止し、かつその後も利用見込みのない公共施設等については、

侵入防止等の措置を行い、早期に除却をします。

不特定多数の市民が利用する、もしくは地区の拠点となる公共施設等を中心に、災害時

の拠点施設としての機能を含めた安全性の確保を推進します。

(4) 耐震化の実施方針

長期的な利用を予定している公共建築物は、耐震化が実施されています。耐震性が確保

されていない公共建築物については、除却を進めます。

インフラ資産については、耐震化が実施されていないものに優先順位をつけ、順次、耐

震改修を実施します。

(5) 長寿命化の実施方針

今後も活用していく公共施設等については、定期的な点検・診断を実施し、計画的な維

持管理・修繕を徹底し、長寿命化を推進することにより、コストの平準化を図り、公共建

築物の延命化に努めるとともに、長期にわたる安全・安心な市民サービスの提供に努めま

す。

①公共建築物

・施設の長期営繕計画を策定し、計画的な修繕を実施することにより、施設を安全に長持

ちさせるとともに、ライフサイクルコストを削減します。
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・建替え更新時期の集中化を避けることにより、予算の平準化を図ります。

・点検等により施設の機能や性能の現状把握に努め、将来的な劣化を予測し、未然に適切

な処置を施すことにより、施設の保全を図ります。

②インフラ資産

・計画的な維持管理・修繕を行うとともに、長寿命化に繫がる新技術等の情報収集に努め

ます。

・橋りょうや下水道設備等の今後更新が必要となるインフラについては、点検等により劣

化等の状態を的確に把握し、更新前に重大な破損が生じることを防止します。

・道路については、点検やパトロール等を行い、損傷個所の早期発見と修繕に努めること

により、安心・安全な道路機能を長期にわたり維持します。

(6) ユニバーサルデザイン化の推進方針

国や県の計画等におけるユニバーサルデザインの街づくりの考え方を踏まえ、公共施設

等の計画的な改修等によるユニバーサルデザイン化を推進します。

(7) 脱炭素化の推進方針

政府は、２０５０年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにするカーボンニュー

トラルを目指すことを宣言し、国を挙げて取組の強化を図ることを宣言しています。

本市においても、脱炭素社会の実現に向けた取組みを実行していくに当たり、公共施設

等についても、脱炭素化の推進を図っていく必要があります。

ついては、環境施策所管課等と連携し、「地域脱炭素に向けた改正地球温暖化対策推進

法」に係る地方公共団体実行計画との整合性を図りながら、必要な脱炭素化事業に取り組

んでいきます。

(8) 統合や廃止の推進方針

本市は、合併により多くの公共施設等を有しており、利用圏域の広い同機能の施設が市

内に重複して配置されていることから、市全体の公共施設等の配置状況、利用状況、老朽

化度等を考慮して、統廃合を検討、実施します。

インフラ資産については、個別施設計画を策定し、可能なものについては統合や廃止を

進めます。

(9) 数値目標

今後の人口推移や財政状況など社会環境の変化に対応するためには、機能・サービスの

最適化とともに、公共施設の保有量についても最適化を図る必要があります。

本計画における数値目標は、「栃木市デジタル田園都市国家構想の実現に向けたまち・

ひと・しごと創生総合戦略」（令和２年策定）の人口ビジョンを踏まえて、「令和２７年

度までに公共施設の延床面積を２０％削減する」とします。

なお、市民生活における重要性及び道路、上下水道、橋りょう、公園、供給処理施設と

いった施設種別ごとの特性を考慮し、これらのインフラ資産等にかかる公共建築物につい

21



ては、中・長期的な経営視点に基づくそれぞれの整備計画等に則した総量の適正化を図る

こととし、保有量の削減等は想定せず、数値目標には含めないこととします。

※インフラ資産等にかかる公共建築物を除く

(10) 地方公会計（固定資産台帳等）の活用

「統一的な基準による地方公開制度」の導入に伴い、本市では平成２８（２０１６）年

度決算から「統一的な基準」に基づく財務諸表を作成しています。現在では固定資産台帳

が整備され、市有財産の情報把握が可能であることから、この情報を活用し、市有財産の

計画的・効果的な管理を行います。

(11) 保有する財産（未利用資産等）の活用や処分に関する基本方針

用途廃止した資産や売却可能資産等については、早急に活用や処分の方向性を検討し、

効率的な運用や売却等に努めます。

５ ＰＤＣＡサイクルの推進方針

本ガイドラインは、令和２７年度までの３０年間を計画期間とし、今後の公共施設の総合

的な管理をするための基本的な方針を示しております。方針を実現するための具体的な実行

計画として策定した適正配置計画及び公共建築物個別施設計画に基づき、長期的に取り組む

ものとしています。

今後、具体的な取組みを進めていくことになりますが、ＰＤＣＡサイクルに沿って、取組

の進捗状況や効果の検証、改善策の検討などを踏まえ、各計画の策定や見直しのタイミング

に合わせて、本ガイドラインについても必要な見直しを行います。

平成 27年 令和 27年 対比

人口（人） 159,211 127,170 △20.1％

延床

面積

公共施設等総面積（㎡） 599,802 487,072 △18.8％

上記の内削減対象施設（㎡）※ 565,695 452,600 △20.0％

継続的に計画の進捗管理を行う仕組み

・ガイドラインや適正配置計画、

その他計画の策定・見直し

・庁内横断的に実施・施設の統廃合等の実施

・計画の進捗状況等の確認

ＰＬＡＮ（計画）

ＤＯ（実施）

ＣＨＥＣＫ（点検）

ＡＣＴＩＯＮ（改善）
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第４章 施設類型ごとの管理に関する基本的な方針

１ 公共建築物

(1) 市民文化系施設等

〇安全・安心かつ社会の情勢に応じた公共サービスの提供を継続しつつ、施設に係る将来

のコストを縮減し、財政負担の軽減を図るため、「配置の適正化」と「建築物の長寿命

化」の両観点から施設の方向性を検討することを基本方針とします。

〇施設の役割や機能、特性、利用者ニーズを考慮し、維持・複合化・統合化を検討してい

きます。

〇利用者数の少ない施設については、他用途への転換や複合化、用途廃止、施設廃止等を

検討していきます。

〇人口減少等の社会構造の変化に対応し、修繕・更新・集約など最適化に努めます。

〇適正配置計画、個別施設計画に記載した施設分類ごとの縮減方針や方向性に応じた取組

みを実施します。

(2) 学校教育系施設

〇「栃木市立小中学校適正配置基本構想」及び「栃木市立小中学校適正配置基本方針」に

基づき、小中学校の統廃合を推進します。

〇「栃木市小中学校施設長寿命化計画」に基づき、計画的な改修等の実施や予防保全型の

維持管理に転換することで、財政支出の抑制と費用の平準化、維持管理コストの低減を

図り、施設の長寿命化に努めます。

２ インフラ資産

(1) 道路・橋りょう

① 道路

〇日常的なパトロールを強化し、損傷程度が重度化する前に対策を行う「予防保全」に

努めます。

② 橋りょう

〇「栃木市橋梁長寿命化修繕計画」に基づき、定期点検を行うことにより、損傷を早期

に発見するとともに、橋りょうの状態を把握し、適切な時期に補修等の維持管理がで

きるよう努めます。

〇日常的なパトロールを行い、橋面舗装の凹凸や防護柵の破損等の異常を早期に発見す

るよう努めます。

〇大きな損傷等が発見されてから大規模な修繕・架け替えを行う事後保全型から、損傷

が比較的小さなうちに小規模な補修を繰り返し行う予防保全型に移行し、補修費用の

縮減と橋りょうの長寿命化を図ります。
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(2) 公園

〇「栃木市公園施設長寿命化計画」に基づき、施設を予防保全型と事後保全型に類型し、

ライフサイクルコストの縮減効果が見込める施設については、長寿命化対策を実施し、

更新回数を減らすことで、ライフサイクルコストの縮減を図ります。

(3) 上水道施設

〇「栃木市水道ビジョン」に基づき、浄水場・浄水施設については、計画的に施設の更

新や耐震化を進めます。

〇管路については、耐震適合率が低いため、耐震化に重点的に取り組みます。

(4) 下水道施設

〇管渠については、その多くが令和３０年度前後に耐用年数を迎えることから、更新サ

イクルの延長やダウンサイジング、更新工法の検討等により、更新費用の平準化を図

っていきます。

〇農業集落排水処理施設については、すでに耐用年数を経過している設備もあることか

ら、公共下水道への接続を検討していきます。
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【 用語解説 】

旧耐震基準・・・・・・・・

供給処理施設等・・・・・・

扶助費等・・・・・・・・・

総務省ソフト・・・・・・・

行政改革大綱・財政自立計画

「施設、資産の管理活用」・

特殊建築物・・・・・・・・

建築基準法において定義された「耐震基準」のうち、昭和

56（1981）年の改正前の建築基準法による基準のことで、

中規模程度の地震（震度 5強程度）を想定して規定されて

いる。旧耐震基準に対し、昭和 56年の法改正後は「新耐震

基準」と言われている。新耐震基準では大規模の地震（震

度6強～7程度）でも倒壊・崩壊しないことが求められてい

る。

プラント（工業活動に必要な素材や資源を作り出す生産設

備。石油プラントや化学プラントなど、製造されるものが

素材や資源に限定。一般廃棄物処理プラントや水処理プラ

ントもプラントの一つ）に属する施設。

社会保障制度の一環として、生活困窮者、高齢者、児童、

心身障がい者等に対して行っている様々な支援に要する経

費のこと。

総務省監修の下、財団法人自治総合センターが行った公共

施設及びインフラ資産の更新に係る費用を簡便に推計する

方法に関する調査研究に基づき、財団法人地域総合整備財

団が作成したソフト。

本市は合併により数多くの施設（公の施設や道路、上下水

道管等の社会資本を含む）を有しています。その多くが昭

和 40 年代から 50 年代にかけて建設された施設であり、将

来的な建替え、再整備に備えることが大変重要になりま

す。

各施設の設置目的や利用状況等をあらためて確認しつつ、

地域のバランスや市民の利便性等に十分に配慮しながら、

類似する施設の統廃合や再配置、有機的な連携等で検討す

る必要があります。

建築基準法で定める特殊な用途を持つ建築物。人が集う建

築物や衛生上・防火上特に規制すべき建築物などで、学校

や体育館、火葬場などが含まれる。
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指定管理者制度・・・・・・

ＰＰＰ・・・・・・・・・・

ＰＦＩ・・・・・・・・・・

ユニバーサルデザイン・・・

ＰＤＣＡサイクル・・・・・

公共施設の管理・運営を、株式会社をはじめとした営利企

業・財団法人・ＮＰＯ法人・市民グループなどの法人、そ

の他の団体に包括的に代行させることができる制度。

パブリック（Public）・プライベート（Private）・パート

ナーシップ（Partnership）の略。公共サービスの提供に民

間が参画する手法を幅広く捉えた概念で、民間資本や民間

のノウハウを利用し、効率化や公共サービスの向上を目指

すもの。指定管理者制度も含まれる。

プライベート（Private）・ファイナンス（Finance）・イ

ニシアティブ（Initiative）の略。公共施設等の建設、維

持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術的能力を

活用することで、効率化やサービス向上を図る公共事業の

手法。

文化・言語・国籍や年齢・性別・能力の違いに関わらず、

できるだけ多くの人が利用できることを目指した建築・製

品・情報などの設計のこと。また、それを実現するための

プロセス。

事業活動における生産管理や品質管理などの管理業務を円

滑に進める手法の一つ。Plan（計画）→Do（実行）→Check

（点検）→Action（改善）の 4段階を繰り返すことによっ

て、業務を継続的に改善する。
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